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ケース5：鍛冶ヶ谷町内会（栄区）ケース4：希望が丘東地区連合自治会（旭区）

「三友会」が中心に名簿作成から安否確認訓練を実施
ローラー作戦で支援者確保

　栄区からの名簿提供（情報共有方式）を受けて、

三友会を中心にして５グループ別に分かれて要

援護者候補を訪問し、支えあいカード（グループ

責任者用と支援者用）を作成し、毎年更新を実施

している。名簿やカードの原本はグループ責任者

５名が保管する。2019年11月、支援者が要援護

者宅を訪問する安否確認訓練を初めて実施、新

しい要援護者支援の一歩を踏み出したのは特筆

される。

１ 取組の全体像
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①協定締結

④名簿提供

③拒否の申出

②事前通知
要援護者（現在約130人）

災害時要援護者支援活動

●防災役員＋三友会
（民生委員、保健活動推進員、シニアクラブの代表者11人で構成、
要援護者・支援者の名簿は毎年更新）。
5グループ別に責任者（民生委員）、サブ責任者（シニアクラブ）
が要援護者の見守り活動を実施。

鍛冶ヶ谷町自治会（約1,570戸）
※自治会長は情報管理者で、提供名簿を金庫で保管

災害時安全カード
鍛冶ヶ谷町内会
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◆ 訪問による調査、支えあいカード等の作成
　 最初の訪問活動で趣旨を理解してもらい、

本人の身体の状況、家族構成、電話番号、支援

できる人の有無などを確認のうえ、支えあい

カードに記載する。支えあいカードは、区の

ひな型を参考に、グループ責任者の民生委員

が保管するものと支援者用のものの２種類が

ある。

　 訪問活動を通して作成した名簿やカードの

原本は、グループ責任者（民生委員）５名が保

管する。
　 防災担当や三友会だけが閲覧できる要援護

者マップが、５グループ別（地区別）に作成さ

れており、見守り活動や支援活動等に役立て

られている。

◆ 見守り活動、名簿更新
　 町内会全体を５グループ（５人の民生委員

がそれぞれ担当する地区）に振り分け、各グ

ループ責任者を民生委員が、サブ責任者を主

にシニアクラブの方が担当し、要援護者の見

守り活動を実施している。
　 三友会が中心に、毎年要援護者の名簿情報、

支援者の名簿情報を更新し、各グループ別に

整理することになっている。

◆ 支援者の募集
　 現在の要援護者は130人程で、それに対し

て支援者は182人となっている。
　最初に支援者を募集した時には応募数は20

人と少なく、すぐに再募集を行い、ローラー作

戦の形で依頼したら250人まで膨らんだ。し

かし、それも現在182人まで減り続け、支援者

の確保、拡大が課題となっている。

４ 名簿活用に関する内容

◆ 地域の概要
　 栄区中央に位置し、鎌倉街道を挟むように

立地する地区で、1,570世帯、100組からなる

大きな規模の町内会である。戸建が多いが、

マンションも多く立地する。
　最寄駅は、JR根岸線本郷台駅、港南台駅であ

るが、鎌倉街道を走るバス便がメインとなる。

本郷台駅方面とは環状4号線を通してつながる。

◆ 取組のきっかけ
　 災害時の要援護者支援は、民生委員を中心

とした見守り活動の一環として構想され、鍛

冶ヶ谷町内会では、市が推奨していた民生委

員、保健活動推進員、シニアクラブの代表者に

よる「三友会」を結成、見守り訪問活動として、

スタートした。
　 この取組は、2007年に手上げ方式で開始

し、2010年からは区役所と協定を締結し、名

簿提供を受けた（同意方式への移行）。2013

年度には情報共有方式による名簿提供に移行

し、情報の更新に活用してきたと言える。

　本町内会の要援護者支援は、町内会防災担当と

「三友会」を中心に取組まれている。三友会は、

高齢者家族の訪問、見守りを行い、住民の抱えて

いる問題や実状についての情報交換や解決に向

けた取組を行って、メンバーは11人からなる。
　 最初の手上げ方式で募集した際の要援護者は

約120人。その時の要援護者は、高齢者や障害者

の他、妊産婦なども対象にしていた。その後、同

意方式、情報共有方式で区役所から提供される

名簿を基に訪問活動を行い、対象者の更新を行

い、現在は約130人となっている。

　区役所から名簿の提供を受けると、民生委員が

中心になって、複数の三友会メンバーと一緒に

最初の訪問を行う。現在は、情報共有方式による

名簿に基づいた訪問となるので、何度訪問して

も不在を装われる方や、趣旨を理解いただけな

い方などに苦労する。

２ 地域及び取組の概要 ３ 名簿に関する内容

支えあいカード

本郷台駅
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支えあいカード（支援者用）支えあいカード（町内会用）



36 37

ケース5：鍛冶ヶ谷町内会（栄区） ケース5：鍛冶ヶ谷町内会（栄区）

〈図 令和元年11月実施の安否確認訓練の流れ〉

表 安否確認訓練を実施した後の主な意見（抜粋）

準備・計画に
ついて

● 視覚障害者への連絡は、紙面ではなく電話連絡にすべき。
● 安否確認リストに支援者の名前や終了情報を記入できるようにするとよい。
● 避難要件として建物、崖、出水など周囲の点検、観察をしていない。
● 安否確認後の避難支援体制がない。

服装・装備に
ついて

● 荷物は手提げ袋ではなく、両手をあけるよう背中に背負うものがよい。
● 支援者は腕章等よりゼッケンが目立ってよい。

安否確認の
活動について

● 要援護者のリストは、住所分類がしてあり、効率よく確認できた。
● 町内活動を通じて顔の見える関係ができてよかった。
● 要援護者が訓練に参加したことで、民生委員以外にも支援者がいるのを理解してもらえた。
● 要援護者が多いのに、支援者は少ないので細かい活動はむずかしい。
● 安否確認はゆっくり丁寧に行えた。階段など車いすから降りられるか見ることができた。
● 役員は、集合場所にとどまることなく、支援者と一緒に要援護者宅に行くのがよい。

　 要援護者の中には、「災害時には助けてもらい

たいが、日頃の周囲との交流までは・・・」といっ

た意向もあり、要援護者と支援者との情報共有

は図っていなかったが、双方の密接な関係も必

要との思いから、まずは安否確認訓練だけでも

やろうということになった。
　 しかし、これまでの避難訓練では、実際に要援

護者宅の訪問までは行っていなかった。より実

践的な訓練とするため、2019年11月第2土曜

日の8時半から11時の間、支援者が要援護者宅

を訪問する訓練（安否確認訓練）を始め、これま

でとは違う第一歩を踏み出した。なお、これまでの

自主防災訓練は、9月1日に実施しているが、これと

分けて実施するようにした。
　11月の安否確認訓練の一カ月程前には、区か

らも個人情報取扱に関する研修も含め、役員と

一緒に、支援者への説明会を開催した。個人名

宛てに防災訓練や説明会への参加を呼びかけた

ところ、100人中45人が参加するという効果が

あった。
　災害時には、グループごとに決まった場所に支

援者が集まり、グループ責任者（民生委員）、サブ

責任者（シルバークラブ）からの指示で、支援者

が安否確認等を行うことになっている。

　安否確認する訓練の具体的な内容は、次の４つ

の活動である。

① ５グループが各集合場所に参集し、

　 人員を確認

② 無線を使った情報収集伝達

③ 支援者等が要援護者宅に訪問し安否確認

④ 本部でホワイトボードに情報記入
　 初めての試みのため、事前に訓練に協力しても

らえるよう、要援護者を各グループ２人ずつ承諾

を得てから行うようにした。実際に、要援護者宅

を訪問してみると、自宅内に招かれ会話も弾み、

予定以上に時間がかかることもあった。

グループ別の参加人員；

支援者（人） 安否確認
支援者（人）

1グループ 13 44

2グループ 11 13

3グループ 20 9

4グループ 22 17

5グループ 9 13

　 訓練実施後、支援者等が振り返りを行ってお

り、発災時に向けての課題や、要援護者に配慮

すべきことを共有するきっかけになっている。

（P37 表参照）

５ 安否確認訓練の実施




